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日の午前9時が

ドを行い、住

呼びかけます。

済は、営利を

皆さんの保険

が簡単で支払

われます。

●加入資格

県内居住者。借家の場合

は動産（家財など）だけで

も加入できます。

●申し込み

消防団員が皆さんのお宅

を訪問します。また、役

場総務課窓口でも取り扱

いをしています。

●問い合わせ

役場総務課庶務係

℡（293）1234へ。



3月

いい汗かさませんか？

スポーツ教室開講中。

●開講日＝3月3日・10日・17日・24日

の毎週火曜日
●時　間＝19時30分～21時30分

●ところ＝コミュニティーセンターホ
ール

●参加料＝100円（保険料）

●その他＝バスタオル・運動シューズ

人気急上昇のスポーツミミ二・バレ
ーボール、

ポールが柔らかく安全でしかもスリ

ル満点。バレーボールの経験のない人

も楽しめます。体育指導委員が丁寧に

指導します。お気軽に参加ください。
●開講日竺3月4日・11日・18日・25日

の毎週水曜日
●時　間＝19時30分～21時30分

●ところ＝町民体育館（遠賀中学校裏）

●参加料＝無　料

○申込み・問い合わせ

コミュニティーセンター肉体育振興

係　℡（293）6525へ。

〆

親子むし歯予防のつとい

を開催します。

．とき3月1帽≡
●時　間13時一15時

●対　象　6歳未満児

●内　容・スライド（歯と食生活）

・個別指導

●ところ　遠賀保健所

℡（201）4161

●その他　歯科医師、歯科衛生士

が相談に応じます

諺
配
。
岡
垣

遠
賀
町
文
芸
連
給
成
1
5
周
年
記
念

春
の
芸
能
祭

結
成
1
5
周
年
を
迎
え
ろ
遠
賀
町
文
化

芸
能
連
絡
協
議
会
。
現
在
、
鮪
団
体
約

別
人
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
唄
、
踊
り
、

詩
吟
、
三
味
線
な
ど
郷
土
の
伝
統
芸
能

の
振
興
に
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
是
非
一
度
、
ご
覧
く
だ
さ

い。●
と
　
き
）
3
月
8
日
（
日
）
の
午
制

動
時
か
ら

●
と
こ
ろ
）
中
央
公
民
館

●
入
場
料
）
無
料

●
内
　
容
）
・
第
一
部
…
文
芸
連
会
員

に
よ
る
出
演
・
第
二
都
…
師
匠
に
よ
る

出
演
な
ど

圃
「
ト
1
年
一
丁
ン
棚
田
女
と
墓

参
加
害
夢
集
中

●
参
加
費
）
無
料
（
託
児
あ
り
）

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
）
官
製
ハ
ガ

辛
で
3
月
同
日
（
火
）
ま
で
に
〒
8
1
2
福

岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号
「
福
岡

県
企
画
振
興
部
県
民
生
活
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女
性
政
策

課
」
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北
九
州
テ
ク
ノ
せ
シ
タ
ー
の

入
居
企
業
を
夢
簾

北
九
州
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー
は
、
「
頭

脳
立
地
法
」
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
会

社
で
、
北
九
州
市
戸
畑
区
中
原
の
北
九

州
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
内
に
社
屋
を
建
設
し

て
い
ま
す
。
（
平
成
5
年
1
月
竣
工
予

定
）
次
に
よ
り
共
同
研
究
室
・
イ
ン
キ

ュ
ペ
ー
ト
ル
ー
ム
の
入
居
企
業
を
募
集

し
ま
す
。

●
真
集
期
間
）
3
月
2
日
（
月
）
か
ら

3
1
日
（
火
）
ま
で

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
）
　
㈱
北
九

州
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー
℡
（
8
7
1
）
3

0
3
0
へ

県
で
は
、
男
女
が
英
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
相
互
に
個
性
と
能
力
を
発
揮
す

る
こ
と
の
で
き
る
男
女
共
同
参
画
型
社

会
を
目
指
し
て
「
ト
ー
ク
イ
ン
福
岡
・

女
と
男
」
を
開
催
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
と
　
き
）
3
月
2
1
日
（
土
）
の
1
3
時

か
ら
捕
時
1
0
分
ま
で

●
と
こ
ろ
）
メ
ル
パ
ル
ク
ホ
ー
ル

●
内
　
容
）
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
の

び
や
か
に
、
ベ
タ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
」
・

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
な
ど

田
大
学
通
報
軒
全

大
学
通
信
教
育
を
実
施
し
て
い
る
大

学
・
短
期
大
学
で
は
、
4
年
度
春
期
入

学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
㈱

私
立
大
学
通
信
教
育
協
会
は
、
通
信
教

育
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
人
を
対
象
に

講
義
内
容
、
学
習
方
法
な
ど
の
相
談
を

受
け
る
「
合
同
入
学
説
明
会
」
を
開
催

し
ま
す
。

●
と
　
き
）
2
月
約
日
（
土
）
の
午
後

l
時
か
ら
6
時
、
3
月
l
日
（
日
）
の

午
前
Ⅱ
時
か
ら
午
後
4
時
5
0
分
ま
で

●
と
こ
ろ
）
福
岡
国
際
ホ
ー
ル
（
福
岡

市
中
央
区
天
神
1
－
4
I
l
）

●
参
加
校
）
法
政
・
慶
應
義
塾
・
中
央

日
本
・
玉
川
・
例
数
・
近
畿
・
東
洋
・

明
星
・
大
阪
学
院
の
1
0
大
学
、
武
蔵
野

美
術
・
近
大
九
州
な
ど
の
5
短
大

●
参
加
料
）
無
料

●
問
合
わ
せ
）
㈱
私
立
大
学
通
信
教
育

協
会
℡
0
3
へ
3
3
2
0
）
2
6
2
1
へ



●場　　所　遠賀町大字広渡字道官

●募集戸数　第一種（3K）（3階）一戸

●家∴∴質　月額29，500円

●共益費　月額4．000円程度

●敷　金　釣，500円（家賃の3カ月分）

●入居資格

○町内に住所または勤務場所を有する人。

○現に同居し、または同居しようとする

親族がある人。

○収入が下表の基準以内の人

●申込期間　2月28日栓ト3月16日鈎まで

●申込み・問い合わせ

総務課管財係　℡（怨3）1234へ

○入居資格収入基準（給与所得者の場合）

料内

縁鮮高

幡庸テレホン
サービス

531－8181

在
宅
重
度
身
体
調
書
害
の

訪
問
珍
嚢
を
行
い
ま
す
。

巡
回
相
談
に
参
加
す
る
こ
と
が
難
し

い
在
宅
の
重
度
身
体
障
害
者
の
人
を
、

医
師
が
訪
問
し
て
診
査
し
ま
す
。

●
珍
査
内
容
）
身
体
障
害
者
手
帳
の
診

断
、
補
装
具
な
ど
の
診
断
、
そ
の
他
助

言
な
ど

●
日
　
　
時
）
平
成
4
年
3
月
中
旬

●
珍
査
医
師
）
渡
辺
外
科
医
院

渡
辺
　
正
　
医
師

希
望
さ
れ
る
人
は
、
2
月
約
日
ま
で

に
役
場
福
祉
係
℡
（
2
9
3
）
1
2
3
4

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

働
き
な
が
ら
墨
期
清
華
・
・

ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
説
明
会

（
社
）
日
本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー

協
会
で
は
、
県
の
後
援
を
う
け
、
相
手

国
と
の
相
互
理
解
の
促
進
、
友
好
関
係

の
増
進
、
国
際
的
視
野
を
持
つ
青
少
年

の
育
成
を
目
的
と
す
る
「
働
き
な
が
ら

長
期
滞
在
海
外
旅
行
」
の
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

●
と
　
き
）
3
月
7
日
（
土
）
の
午
後

1
時
0
0
分
か
ら
4
時
0
0
分
ま
で

●
と
こ
ろ
）
天
榔
誌
ピ
ル
（
福
岡
市
中

央
区
天
神
4
－
2
－
柳
）

●
参
加
定
員
）
聞
入

●
参
加
費
用
）
1
、
5
0
0
円

●
申
込
み
）
往
復
ハ
ガ
羊
で
〒
脚
－
帆

大
阪
府
堺
市
三
原
台
2
－
3
－
1
（
社
）

日
本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
協
会
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l

ね
ず
み
退
治
の
「
殺
そ
剤
」

無
料
で
さ
し
あ
げ
ま
す
。

ね
ず
み
は
年
間
を
通
じ
て
生
息
し
、

時
と
し
て
思
わ
ぬ
場
所
、
思
わ
ぬ
時
に

大
量
に
広
域
的
に
発
生
し
ま
す
。

あ
な
た
の
ま
わ
り
は
、
大
丈
夫
で
す

か
9

2
月
は
「
県
下
一
斉
ね
ず
み
防
除
運

動
」
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
ね
ず
み
退
治
に
使
う

「
殺
そ
剤
」
を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

必
要
な
人
は
、
役
揚
保
健
衛
生
係
へ
お

申
し
込
轡

縦
　
覧

地
方
税
法
第
鵬
条
の
規
定
に
よ
り
平

成
4
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
）
平
成
4
年
3
月
l
日
か

ら
3
月
如
日
ま
で

▼
縦
覧
時
間
）
8
時
5
0
分
～
Ⅳ
時
（
た

だ
し
、
第
2
・
4
土
曜
、
日
曜
は
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
）
役
場
税
務
課
固
定
資
産

税
係
窓
口

「
訓
児
椙
謝
i

▼
生
後
3
カ
月
～
6
ヵ
月
児
対
象

●
期
　
日

●
時
　
間

●
と
こ
ろ

●
持
参
晶

●
内
　
容

●
料
　
金

●
そ
の
他

3
月
3
日
（
火
）

9
時
0
0
分
～
1
0
時
約
分

中
央
公
民
館
　
和
室

母
子
健
康
手
帳

バ
ス
タ
オ
ル

体
重
・
身
長
測
定

無
料

4
カ
月
児
は
小
児
ガ
ン
検

査
セ
ッ
ト
を
配
付
し
ま
す

）
生
後
7
カ
月
～
1
2
カ
月
児
対
象

●
期
　
日
　
3
月
1
0
日
（
火
）

●
時
　
間
　
9
時
5
0
分
～
1
0
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館
　
和
室

●
持
参
晶
　
母
子
健
康
手
帳

バ
ス
タ
オ
ル

容
　
体
重
・
身
長
測
定

金
　
無
料

開
園
同
1
出
題
殴

●
糊
　
口
　
3
月
2
日
（
月
）

●
時
　
間
）
1
3
時
5
0
分
～
1
5
時
5
0
分

●
受
　
付
）
1
3
時
柳
分
～
1
3
時
柳
分

●
と
こ
ろ
）
役
場
保
健
室

●
内
　
容
。
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

。
新
生
児
の
扱
い
方

。
も
く
浴
指
導

。
母
乳
に
つ
い
て

●
持
塗
晶
）
印
鑑
（
母
子
健
康
手
帳
受

領
者
の
み
）

●
料
　
金
）
無
料

「
「
歳
半
検
診

●
期
　
日
　
3
月
成
日
（
木
）

●
時
　
間
・
受
付
　
1
3
時
m
分
～
調
時

・
検
診
　
1
3
時
5
0
分
～

●
場
　
所
　
中
央
公
民
館

●
対
象
者
　
平
成
2
年
7
月
～
9
月
生

ま
れ
の
幼
児

●
持
参
晶
　
母
子
健
康
手
帳
、
検
診
票

●
内
　
容
　
身
体
測
定
、
保
健
指
導
、

診
察
（
内
科
、
歯
科
）

●
料
　
金
　
無
料



私たちの健康を守る・・・・・・

≡保駿税は、国保をささえる
≡大切を財劃韓でづ∴

国保に加入した人は、必ず保険税を納めなければなりませ
ん○∽められた俣験税は・国の手持助金とともに、国保の財源
となり、みなさんが病病気やけがをしたときの医禦置、また劇
壇賃や郵寮費などの輸付の費用にあてられます○　このように、
保険税は国保の運営を支え－る賃重な財賀長で●す○

回国①1言語票真裏
なと）まtきん○

●被保険者となる月と＿Iま・

軽輩
○－縄Sの種○○保言責ブ壷抜Iナたと重さ

裏）乞い（ま

m他の市区鴫r書9万、ら

章云．大して：住展夕勉め
たとき・－　で1〝。

函関
つまり、加入の届け出をしたときて、はありません。したが

って、届け出が憂暮れると、さかのIまってl乗積！税を機種めなけれ
くまなと）まtさん○

軸閉園E毒轄腿E型商圏
本人が国保のカ0人i表で：あるなしにカ、力、わら”すき、俣験税納イ寸

のi柑！精嚢（ヨ：世持主－こすe

臆隅純荏田関田謹聴闘国書
何かと忙しい3月、個人事業者の消費税の申告と納税は3月31日までです。

消費税の申告・納付をチェックしてみてください。

まずは申告・納付をチャートで再チェック　　　　　　　ー

あなたの申告・納付は
（平成3年分・個人事業者用）

事 業 所 �平成元年中の課税売上高は ��� ��i平成元年中の課税売上高は i5億円を超えますか ��はい 
3．000万円を超えますか 　lいいえ ���はい ����すかいいえ 則どおり 、税額を します i �� 

iいいえ 
i＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　i 

i ���r　・　　　　・ いいえ　　　　　　　はい　　iはい 　　　　　　　i 

★仕入税額の集計は：次の算式により納付税額を計算します �������原 
省略できます ★卸売業者の場合は；平成3年分の課税売上高×0、6（0・3）％ �������　慌 満ですかi 

0．3％で計算します：二本未納付すべき税額 
i 　　　○ i平成3年分の課税売上高は6．000万円未 

い中、え lはい 

平成3年 ��限界1空隙制度に �次の算式lこより計算した税額を納付します ������ 

より納付税額が �本来納　　平成3年分の課税売上高－3．000万円 
軽減されます �付すべ× き税額　　　　3．000万円 

l 

分は納税義務がありませんi ���消費税の申告・納付を行います（中間納付税 額がある場合には、その金額を控除します） 

発行　福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513遠賀町役場企画課（℡093－293－1234）　印刷I株式会社ペイ　ジ


